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１ 対策工事等の目的 

 

 

土砂災害防止法に基づく特定開発行為における対策工事等は、特定予定建築物におけ

る土砂災害を防止するために必要な措置を講じることを目的とする。 

 

【解 説】 

 

土砂災害防止法とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成 12 年法律第 57 号）。以下「法」という。」をいい、法施行令を「政令」、法施行規則を

「省令」という。 

対策工事等に関する工種は多くあり、１つの工種のみを用いる場合や複数の工種を用いる

場合もあり得る。そのため、対策工事等のパターンは多様性に富んだものとなる。どのよう

なパターンを選択した場合でも、急傾斜地の崩壊により生ずると想定＊される土石等が特定予

定建築物の敷地に到達させることのないようにしなければならず、法第１１条の規定によっ

て特定予定建築物における土砂災害を防止することができる。 

なお、対策工事等の設計にあたって、他法令への適合の確認を行うとともに、適合を要す

るものについては、当該法令を併せて遵守すること。 

 

＊：生じる土石等の想定は、「４－２設計外力の設定」に示す。 
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２ 特定開発行為における対策工事等に関する基本的留意事項 

 

 

対策工事等の計画の技術的基準は、政令第７条に基づき講じられたものであること。 

 

【解 説】 

法第１１条に特定開発行為が許可される基準として、開発者が以下の２つの工事を政令第

７条に従って計画することが規定されている。 

 

(ｲ) 急傾斜地の崩壊による土砂災害を防止する対策工事 

(ﾛ) 対策工事以外の特定開発行為に関する工事 

 

特定開発行為に対して県により、これら２つの工事の計画（設計）が政令第７条の技術的

基準に適合しているかどうか審査された上で特定開発行為は許可される。許可されない場合

これら２つの工事を着工することができない。着工後、工事が完了した際には、同様にその

工事が政令第７条の技術的基準に適合しているかどうか検査される。検査に合格しない場合

特定予定建築物を建築することができない。審査及び検査の際の主な着眼点は以下のとおり

である。 

 

① 対策工事全般に関して 

1) 対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画と相まって、特定予定建築物の敷地

に土石等が到達させることのないよう計画されているか。複数の工事又は施設を組合

せた場合も同様に、対策工事が全体として、対策工事以外の特定開発行為に関する工

事の計画と相まって、特定予定建築物の敷地に土石等が到達させることのないように

計画されているか。 

2) 対策工事に係る開発区域及びその周辺の地域における土砂災害のおそれを大きくさ

せてないか。 

 

② 対策工事以外の特定開発行為に関する工事全般に関して 

1) 対策工事の計画と相まって、開発区域及びその周辺の地域における土砂災害のおそれ

を大きくさせてないか。 

2) 対策工事の機能を妨げていないか。 
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③ のり切の施工に関して 

1) のり切は、地形、地質等の状況を考慮して計画されているか。 

2) のり切によって急傾斜地を除去する場合、傾斜度が３０°未満となっているか、又は、

急傾斜地の高さが５ｍ未満となっているか。 

 

④ 急傾斜地の崩壊を防止するための施設の設置に関して 

1) 急傾斜地を土留又はのり面保護施設で全面覆っているか。 

2) 土留は、のり面の崩壊防止の役割を果たすものとなっているか、また、安全性は十分

か。 

(ｲ) 急傾斜地において、崩壊の恐れがないと確かめられていない箇所には土留を設置し

ているか。 

(ﾛ) 地形、地質及び土質並びに周辺の状況に応じて適切な土留を選定しているか。 

(ﾊ) 土留はのり面の崩壊を防止することができる規模を有しているか。 

(ﾆ) 土留は土圧、水圧及び自重によって転倒、滑動、沈下又は損壊しない構造となって

いるか。 

(ﾎ) 土留裏面の排水に必要な水抜穴を有しているか。 

(ﾍ) 高さ２ｍを超える擁壁については、建築基準法施行令第１４２条に定めるところに

よっているか。 

3) のり面保護施設は、のり面を風化その他の侵食に対して保護する役割を果たすものと

なっているか。 

(ｲ) 土留を設置しない急傾斜地には、のり面保護施設を設置しているか。 

(ﾛ) 土質等に応じた適切なのり面保護施設を選定しているか。 

4) 排水施設の配置、排水能力、流末処理は適切か。 

 

⑤ 急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積するための施設の設置に

関して 

1) 待受け式擁壁又は待受け式盛土は、特定予定建築物の敷地に土石等が到達させること

のないように計画されているか。 

(ｲ) 待受け式擁壁又は待受け式盛土は、適切な位置に設置されているか。 

(ﾛ) 待受け式擁壁又は待受け式盛土の高さは、設置位置において想定される土石等の移

動高及び堆積高のうち最大のもの以上となっているか。 

(ﾊ) 移動等の力及び作用する高さの計算は適切か。 

2) 待受け式擁壁又は待受け式盛土の安全性は十分か。 

(ｲ) 待受け式擁壁又は待受け式盛土は、土圧、水圧及び自重並びに土石等の移動又は堆

積の力によって転倒、滑動、沈下又は損壊しない構造となっているか。 
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３ 対策工事等の計画 

３－１ 土砂災害の防止 

 

対策工事の計画は、対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画と相まって、特

定予定建築物における土砂災害を防止するものであること。 

その対策工事は「のり切」、「急傾斜地の崩壊を防止するための施設の設置」及び「急

傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積するための施設の設置」に区別され、

これらのうちどれか、又は、これらを組合せた対策工事によって特定予定建築物の敷地

に土石等が到達させることのないようにするものとする。 

 

【解 説】 

（１） 特定予定建築物における土砂災害の防止 

特定予定建築物における土砂災害を防止することが対策工事の目的である。特定開発

行為に関する工事では、対策工事以外の工事も対策工事に近接して施工されることが多

く、特定予定建築物における土砂災害の防止に無関係とはいいきれない。そのため、特

定予定建築物における土砂災害の防止に対しては、対策工事及び対策工事以外の特定開

発行為に関する工事の両者を併せて評価する必要がある。 

 

対策工事以外の特定開発行為に関する工事が、特定予定建築物における土砂災害の防

止に関連する例としては、対策工事以外の特定開発行為に関する工事によって対策工事

の効果を損なってしまうというケースがあげられ、具体的には以下のものがあげられる。 

 

(ｲ) 土留を設置する急傾斜地の土圧、水圧を増大させるような工事 

(ﾛ) 土留裏面の排水をよくするための水抜穴をふさぐような工事 

(ﾊ) のり面保護施設の機能を損ねるような工事 

(ﾆ) 急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積させる区域の容量を減少さ

せるような工事 

待受け式擁壁及び待受け式盛土の高さは、設置する地点での土石等の堆積高以上

の高さが必要である。堆積高は、堆積させる区域の容量から求めているので、この

容積を減少させるような工事を行ってはならない。例えば、図 3－1 のような場合、

通路の容量を考慮しないで待受け式擁壁の高さを設定してはならない。 
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図 3－1 対策工事の効果を損なう例 

 

（２） 対策工事の種類 

対策工事は図 3－2 のように区分され、それぞれの概要は以下のとおりである。また、

表 3－1 には主な対策工事の種類と特性を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－2 対策工事の区分 

対策工事 

①のり切 ※少なくとも③④⑥⑦のいずれかと併用 

(ｳ)急傾斜地の崩壊が発生した

場合に生じた土石等を堆積

するための施設の設置 

④のり面保護施設 

※現地の状況により⑥又は⑦と併用 

⑤排水施設 ※少なくとも③④⑥⑦のいずれかと併用

⑥待受け式盛土 

⑦待受け式擁壁 

③土留 

(ｱ)のり切 

(ｴ) この他に、各対策工事との組み合わせもありうる。 

②のり切（急傾斜地除去） 

(ｲ)急傾斜地の崩壊を防止す

るための施設の設置 

30°以上 

待受け式擁壁 

新設通路

新設通路を考慮していない

土石等の堆積高 
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（ア）のり切 

のり切とは、以下の３種類に区別される。 

 

(ｲ) オーバーハング部や浮石などといった不安定土塊を除去するのり切 

(ﾛ) 斜面形状を改良するのり切 

(ﾊ) 急傾斜地（原因地）を除去するのり切 

 

以上のうち(ｲ)及び(ﾛ)については単独で用いるものではなく、少なくとも土留、のり

面保護施設、待受け式盛土、待受け式擁壁のいずれかと組み合せることを前提とするも

のであり、基本的に排水施設を設置するものとする。(ﾊ)の急傾斜地の除去とは、切土工

によってのり面の傾斜度を３０度未満、又は、急傾斜地の高さを５m 未満にすることを

いい、完全に実施されれば、他の対策施設と組み合せる必要がないものである。 

 

 

 

 

 

 

図 3－3 のり切による急傾斜地の除去のイメージ 

 

（イ）急傾斜地の崩壊を防止するための施設 

急傾斜地の崩壊を防止するための施設とは以下のように区分される。 

(ｲ) のり面の崩壊を防止するための土留 

(ﾛ) のり面の風化その他の侵食を防止するための法枠工、コンクリート張工等ののり面

保護施設 

(ﾊ) 急傾斜地の崩壊の原因となる地表水及び地下水を排除するための排水施設 

 

なお、土留とは「一般に土砂が崩れたり流されたりするのを防ぐため、コンクリ

ート、板などでかためること。また、その設備」（広辞苑）をいうので、待受け式擁

壁は土留ではなく、土石等を堆積するための施設である。 

 

 

 

５ｍ未満 

切土 

30°未満 

切土 
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図 3－4 急傾斜地の崩壊を防止する対策施設のイメージ 

             （のり切との併用） 

 

 

 

（ウ）急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積するための施設 

急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積するための施設とは、待受け式

盛土及び待受け式擁壁がある。これらは、急傾斜地の崩壊を防止するものではなく、土

石等を一定の場所に堆積させることで特定予定建築物の敷地に達しないようにするもの

である。設計に当たっては、土石等の移動の力、堆積の力及び各々の力が作用する高さ

が必要である。（「４ 設計諸定数及び設計外力」を参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－5 待受け式盛土及び待受け式擁壁のイメージ 

特別警戒区域 

待受け式擁壁 

θ≧30° 

特別警戒区域

θ≧30°待受け式盛土

特別警戒区域 

対策工事 

土石等を堆積させ

るポケット 

土石等を堆積させ

るポケット 
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（エ）対策工事の組み合せの概要 

上記の(ァ)～(ゥ)を組み合わせて特定予定建築物の敷地に土石等を達しないようにす

る場合も考えられ、以下のような例があげられる。待受け式盛土又は待受け式擁壁を組

み合せる場合は、土石等の移動の力、移動高、堆積の力及び堆積高の設定が必要となる。

（「４ 設計諸定数及び設計外力」参照。） 

 

(ｲ) 急傾斜地の一部をのり面保護施設で覆い、残りの急傾斜地については、崩壊によっ

て生ずる土石等を待受け式擁壁で対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－6 のり面保護施設と待受け式擁壁の組み合せ 

 

(ﾛ) 急傾斜地の一部を切土で除去し、残りの急傾斜地については、崩壊によって生ずる

土石等を待受け式盛土で対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－7 原因地の除去と待受け式盛土との組み合せ 

特別警戒区域 

待受け式擁壁 
のり面保護施設 

未対策 

待受け式盛土 θ≧30° 

Ｈ≧５ｍ 

切土 
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表 3－1 主な対策工事の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：新・斜面崩壊防止対策工事の設計と実例（平成８年７月）一部抜粋 
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（３） 対策施設の設計 

   対策施設の詳細な設計等については、この「特定開発行為に係る対策工事等技術審

査基準 急傾斜地の崩壊編」によるものの他、次の指針等を参考にすることができる。 

 

(ｲ) 建設省河川砂防技術基準(案)（社団法人日本河川協会，平成９年９月） 

(ﾛ) 新・斜面崩壊防止対策工事の設計と実例（社団法人全国治水砂防協会，平成８年７月） 

(ﾊ) 道路土工－のり面工・斜面安定工指針－（社団法人日本道路協会，平成１１年３月） 

(ﾆ) 道路土工－擁壁工指針－（社団法人日本道路協会，平成１１年３月） 

(ﾎ) 地すべり鋼管杭設計要領（社団法人地すべり対策技術協会，平成１５年６月） 

(ﾍ) 宅地防災マニュアル（国土交通省都市・地域整備局，平成１９年３月） 

 

  なお、指針等の改訂時には、それに従うものとする。 
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３－２ 対策工事の実施範囲 

 「のり切」および「急傾斜地の崩壊を防止するための施設を設置する工事」の実施範囲は

特定予定建築物の敷地に影響する急傾斜地の幅を覆う範囲とすることを基本とする。「急傾

斜地の崩壊により生ずる土石等を堆積するための施設を設置する工事」の実施範囲は、急傾

斜地の崩壊により生ずる土石等を特定予定建築物の敷地に到達させない範囲とする。 

 

【解 説】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－8 隣接する急傾斜地の崩壊と開発敷地の関係 

急傾斜地の崩壊により生ずる土石等を堆積するための施設 

土
石
等 

特別警戒区域 

特定予定建築物の敷地     

道路

急傾斜地の範囲

・のり切 

・急傾斜地の崩壊を防止するための施設 

開発区域    

特定予定建築物     

特定予定

建築物の

敷地 

30° 30°

対策工事の実施範囲

(a) 原因地対策 
（他の工事との併用を要しないもの）

特定予定

建築物の

敷地 

30° 30°

対策工事の実施範囲

(c) 待受け式擁壁工 

特定予定

建築物の

敷地 

対策工事の実施範囲 

(b) 待受け式盛土工 

※ がけ下の被害想定区域の横への広がりについては、急傾

斜地崩壊危険箇所点検要領（平成 11 年 11 月）に準じて、

最急勾配に対して 30 度で扇状に広がるものとして設定す

る。 
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３－３ 対策工事等の周辺への影響 

 

対策工事の計画は、対策工事以外の特定開発行為に関する工事と相まって、開発区域

及びその周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくすることのないものであ

ること。 

対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画は、対策工事の計画と相まって、開

発区域及びその周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくすることのないも

のであること。 

 

【解 説】 

対策工事等によって、周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくすることがあ

ってはならない。対策工事及び対策工事以外の特定開発行為に関する工事の両者で、周辺の

地域における土砂災害の発生のおそれを大きくすることがないようにする必要がある。 

 

当該開発区域及び周辺の地域における土砂災害のおそれを増大させる対策工事等の例は以

下のものなどがある。 

 

(ｲ) 急傾斜地の崩壊によって生ずる土石等の進行方向を開発区域周辺に向け、かつ向け

た先の安全性を確保しない工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－9 開発地域周辺の安全を損なう工事例 

 

 

(ﾛ) のり切によって急傾斜地の方向を変え、その先の安全性を確保しない工事 

 

 

土
石
等 

擁壁などの壁

開発区域  
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４ 設計諸定数及び設計外力 

４－１ 設計諸定数の設定 

４－１－１ 土石等の移動又は堆積の力の計算に用いる定数 

 

土石等の移動又は堆積の力の計算に用いる定数は、土石等の比重、土石等の容積密度、

土石等の密度、土石等の単位体積重量、土石等の内部摩擦角、土石等の流体抵抗係数及

び壁面摩擦角がある。これらの値は、現地の状況を勘案し実態に応じて適切に設定する

ものとする。 

 

【解 説】 

土石等の移動又は堆積の力の算定は、政令第４条に規定される式を用いて行うこととなる

が、その式中の定数については現地の状況を勘案し実態に応じて適切に設定するものとする。 

 

【参 考】 

なお、各定数の設定にあたっては、次のものを参考とすることができる。 

  

① 土石等の比重（σ） 

土石等の比重とは、土石等の固体を構成する部分の重さと水の重さの比であり、固体

部分の組成により異なるが、標準的な値としてσ=2.6 t/m3を用いることができる。 

 

表 4－1 土粒子の比重の例 

土質名 比重(t/m3) 

豊浦砂 2.64 

沖積砂質土 2.6～2.8 

沖積粘性土 2.50～2.75 

洪積砂質土 2.6～2.8 

洪積粘性土 2.50～2.75 

マサ土 2.6～2.8 
嘉門、淺川(1988) 土の力学（Ⅰ）に加筆（「土質試験の方法と解

説」社団法人地盤工学会）から抜粋 
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② 土石等の容積濃度（ｃ） 

土石等の容積濃度とは、土石等における空隙部分を除いた固体部分の容積の割合であ

る。芦田、江頭による土石等の容積濃度の実験結果＊1 によれば、土石等の容積濃度は

c=0.45～0.55 程度と報告されており、研究の計算においては c=0.5 が用いられているこ

とから、標準的な値として c=0.5 を用いることができる。 

 

【参考文献】 

*1 芦田、江頭他（昭和 60 年４月） 京大防災研究所年報 斜面における土塊の抵抗則と移動速度 

 

③ 土石等の密度（ρｍ） 

土石等の密度とは、土石等の単位体積当りの質量で、土石等の内部の空隙が水で飽和

されているとすると、土石等の比重（σ）と土石等の容積濃度（ｃ）より、次の式で求

めることができる。 
 

ρm＝（σ-1）ｃ+1 

 

移動時の土石等の比重（σ）=2.6 t/m3、移動時の土石等の容積濃度（ｃ）=0.5 から、

標準的な値としてρm=1.8 t/m
3を用いることができる。 

 

④ 土石等の単位体積重量 

堆積時の土石等の単位体積重量（γ）とは、土石等の単位体積当りの重さである。 

したがって、③で示したρmとの関係から、 

 

γ=ρm × g 

g:重力加速度（9.8m/s2） 

 

より、標準的な値としてγ=17.64 kN/m3を用いることができる。 

 

⑤ 土石等の内部摩擦角（φ） 

土石等の内部摩擦角は、災害事例などがある場合は、災害事例を踏まえた逆算値等を

用い、土質試験結果等がある場合は、当該土質試験結果を踏まえて設定する。 

これらの既往資料のいずれもがない場合は、現地調査において急傾斜地の表層土の状

況を観察し、表 4－2から選択して設定する。 

ア 災害事例からの逆算による方法 

イ 土質試験による方法 

ウ 一般値を参考とした方法 
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表 4－2 土のせん断強さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：新・斜面崩壊防止対策工事の設計と実例（平成８年７月） 

 

表 4－3 土石等の内部摩擦角設定例 

裏込め土の種類 せん断抵抗角（φ） 

（内部摩擦角） 

礫  質  土 注１） 35° 

砂  質  土 30° 

粘  性  土 25° 

注１）きれいな砂は礫質土の値を用いてもよい。 

出典：道路土工－擁壁工指針－（平成１２年３月） 

 



 ― １６ ―

⑥ 土石等の流体抵抗係数（ｆｂ） 

土石等の流体抵抗係数とは、土石等が移動する際の抵抗を示す係数である。 

全国の急傾斜地に関する既往災害事例に適用した場合、fb=0.025 程度とすると、災害

をよく再現することができることから、標準的な値として fb=0.025 を用いることができ

る。 

 

 ⑦ 壁面摩擦角（δ） 

    壁面摩擦角については、「４－２－３ 崩壊の発生に伴う移動の力及び堆積の力」を

参照。 

 

【参考文献】 

「土砂災害防止に関する基礎調査の手引き【急傾斜地の崩壊編】」 

（財団法人砂防フロンティア整備推進機構，平成１３年６月） 
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４－１－２ 基礎の支持力等の計算に用いる定数 

 

基礎の支持力等の計算に用いる定数は、地盤の許容支持力並びに基礎底面と地盤との

間の摩擦係数及び付着力がある。これらの値は、現地の状況を勘案し実態に応じて適切

に設定するものとする。 

 

【解 説】 

待受け式擁壁や待受け式盛土の安定性の検討は、現地の状況を勘案し実態に応じて適切に

設定した定数により計算する。 

 

【参 考】 

なお、各定数の設定にあたっては、次のものを参考とすることができる。 

 

① 地盤の許容支持力 

表 4－4 基礎地盤の種類と設計定数 

備    考 

支 持 地 盤 の 種 類 

許容支持力度 

 

（kN/m2（tf/m2））

ｑｕ 

（kN/m2（kgf/cm2）） 
Ｎ 値 

岩 盤 

亀裂の少ない均一な硬岩

亀 裂 の 多 い 硬 岩

軟 岩 ・ 土 丹

1000（100） 

 600（ 60） 

 300（ 30） 

10000 以上（100 以上） 

10000 以上（100 以上） 

 1000 以上（ 10 以上） 

－ 

－ 

－ 

礫 層 
密 な も の

密 で な い も の

 600（ 60） 

 300（ 30） 

－ 

－ 

－ 

－ 

砂 質 

地 盤 

密 な も の

中 位 な も の

 300（ 30） 

 200（ 20） 

－ 

－ 

30～50 

20～30 

粘性土 

地 盤 

非 常 に 硬 い も の

硬 い も の

中 位 の も の

 200（ 20） 

 100（ 10） 

  50（  5） 

200～400（2.0～4.0） 

100～200（1.0～2.0） 

 50～100（0.5～1.0） 

15～30 

8～15 

4～8 

出典：新・斜面崩壊防止対策工事の設計と実例（平成８年７月） 
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表 4－5 地盤の許容支持力度 

地  盤 
長期応力に対する許容応力度 

（単位１平方メートルにつきトン）

短期応力に対する許容応力度 

（単位１平方メートルにつきトン）

岩盤 

固結した砂 

土丹盤 

密実な礫（れき）層

密実な砂質地盤 

砂質地盤 

堅い粘土質地盤 

粘土質地盤 

堅いローム層 

ローム層 

100 

50 

30 

30 

20 

5 

10 

2 

10 

5 

長期応力に対する許容応力度のそれ

ぞれの数値の２倍とする。 

出典：建築基準法施行令第９３条 

 

② 基礎底面と地盤との間の摩擦係数と付着力 

表 4－6 基礎地盤の種類と設計定数 

支 持 地 盤 の 種 類 

擁壁底面の滑動安定計

算に用いるすべり摩擦

係数＊ 

岩 盤 

亀裂の少ない均一な硬岩

亀 裂 の 多 い 硬 岩

軟 岩 ・ 土 丹

0.7 

礫 層 
密 な も の

密 で な い も の
 0.6 

砂 質 

地 盤 

密 な も の

中 位 な も の
 0.6 

粘性土 

地 盤 

非 常 に 硬 い も の

硬 い も の

中 位 の も の

 0.5 

＊現場打コンクリートによるもの 

出典：新・斜面崩壊防止対策工事の設計と実例（平成８年７月） 
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表 4－7 基礎地盤と摩擦係数 

基礎地盤の土質 摩擦係数 

岩、岩屑、砂利、砂 0.50 

砂 質 土 0.40 

シルト、粘土、又はそれらを多量に含む土 0.30 

出典：宅地造成等規制法施行令第７条 
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４－２ 設計外力の設定 

 

急傾斜地の崩壊を防止するための土留の設計に当たっては、土圧、水圧及び自重を考

慮するものとする。 

待受け式盛土及び待受け式擁壁の設計に当たっては、土圧、水圧及び自重を考慮する

ほか、崩壊の発生に伴う移動及び堆積の力を考慮するものとする。 

 

【解説】 

４－２－１ 地山又は裏込め土の土圧 

急傾斜地の崩壊を防止するための土留の設計に当たって考慮すべき土圧は、地山もしくは

裏込め土の土圧である。この詳細については「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例 荷重の

検討」を参照。 

 

４－２－２ 水圧 

水際に設置される擁壁のように壁の前後で水位差が生じるような場合には水圧を考慮する。

水圧は、擁壁設置箇所の地下水等を想定して擁壁背面に静水圧として作用させるものとする。 

 

４－２－３ 崩壊の発生に伴う移動の力及び堆積の力 

待受け式盛土及び待受け式擁壁の設計に当たっては自重のほか、急傾斜地の崩壊が発生し

た場合に生じる移動の力及び堆積の力を考慮し、安定性の検討をしなければならない。それ

ぞれの概要を表 4－5 に示す。 

 

表 4－8 移動高、移動の力、堆積高及び堆積の力 

衝撃に関する

事項 
解   説 

移動高 崩壊によって生じた土石等が移動により作用するときの高さ 

移動の力 崩壊によって生じた土石等の先端部が移動により擁壁等に作用する時の力 

堆積高 最終的に堆積した土石等が作用するときの高さ 

堆積の力 最終的に堆積した土石等が擁壁等に作用する時の力 
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急傾斜地が崩壊した場合、まず、崩壊によって生じた土石等の先端部が移動により擁壁等

に作用する力がある。その後、土石等の堆積によって擁壁等に作用する力が作用することと

なる。以下に作用する力のイメージを示す。 

移動高１ｍ （移動の力及び移動高） 

堆積高 （堆積の力及び堆積高） 

第１段階：急傾斜地の崩壊に伴う移動の力 

最終段階：急傾斜地の崩壊に伴う堆積の力 

待受け式擁壁等 

待受け式擁壁等 

 

図 4－1 移動の力と堆積の力の概念図 

（１） 移動高 

崩壊にともなう土石等の移動高さ（hsm）は、想定される崩壊深さの 0.5 倍とする。 

想定崩壊深さは、当該急傾斜地における地質調査、災害事例、崩壊跡地形等から実態

に応じて適切に設定するものとする。 

なお、地質調査、災害事例、崩壊跡地形等がない場合は、過去の災害事例の統計から

崩壊深さを 1.5m とし、土石等の移動の高さとして 0.75m を用いることができる。 

 

 

移動高(hsm) 

堆積高(h) 
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（２） 移動の力 

待受け式擁壁等に作用する移動の力は次式で与えられる。 

 

ＰＭ = α×Fsm×hsm 

 

    ＰＭ：待受け式擁壁等の単位幅あたりに作用する移動の力（kN/m）＊１ 

    α ：衝撃力緩和係数 

       αの値は、全国の擁壁被災事例調査結果から 0.5 を採用する。 

 

土石等の移動による力（Fsm）の算出は、国土交通省告示第 332 号（平成 13 年 3 月 28

日）に規定された次式を用いて行う。 

上式における変数は以下に示すとおりである。 

 
Ｆsm：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により待受け式擁壁等の地上部分に作用すると想定される力の大き

さ（kN/m2） 

x ：急傾斜地の下端からの水平距離（m)  

H ：急傾斜地の高さ（m）               ＊２ 

hsm  ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動の高さ（m）  

θu ：急傾斜地の傾斜度（°）             ＊２ 

θd ：当該急傾斜地の下端からの平坦部の傾斜度（°）  ＊２  

注）建築物は通常敷地を平坦に造成して建築するのが普通であることから、原則としてθd＝0とする（た

だし、傾斜度を有したまま建築することが明らかと判断される場合には、その傾斜度を用いて計算する

ものとする）。 

ρｍ：土石等の密度（t/m3）                            ＊３ 

g ：重力加速度（m/s2）  

σ ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の比重                ＊３ 

c ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の容積濃度            ＊３ 

ｆb ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の流体抵抗係数        ＊３ 

φ ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の内部摩擦角（°）   ＊３ 
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＊１：ここで定義する移動の力の算出方法は、政令第３条第１号イに規定されている方

法に基づいているが、政令第３条では建築物の地上部分に作用する力を求めているの

で単位面積あたりの値（Ｆsm）を算出しているのに対して、ここでは待受け式擁壁等

の設計に用いる荷重を求めているので単位幅あたりの値（ＰＭ）を算出している。 

＊２：急傾斜地又は急傾斜地の下端からの平坦部の地形改変を行わない場合、急傾斜地

の高さ及び傾斜度は県による基礎調査に基づいて設定された値と同じ値になる。ただ

し、地形改変を伴う特定開発行為を計画した場合は、計画の急傾斜地の高さ及び傾斜

度を用いるものとする。 

＊３：土石等の密度、土石等の比重、土石等の容積濃度、土石等の流体抵抗係数及び土

石等の内部摩擦角については「４－１設計諸定数の設定」を参照。 

 

（３） 堆積高 

① 堆積高の計算位置 

土石等が特定予定建築物の敷地に達しないようにするため待受け式盛土及び待受け式

擁壁の高さは土石等の堆積高以上にしなければならない。その堆積高の計算は待受け式

盛土又は待受け式擁壁と地盤面との交線（A 面の外縁部）のうち急傾斜地の上端にもっ

とも近い点（B点）において行うものとする。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤面

Ａ面のうち、急傾

斜地の上端に最も

近い部分（Ｂ点の

集合＝のり尻） 

急傾斜地の上端 

急傾斜地の下端 

Ａ面  
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図 4－2 移動の力、堆積の力及び堆積高の計算位置 

 

② 堆積高の計算 

   土石等の堆積高さ（h）の算出は、次式を用いて行う。 

 

 

 

 

 

Ｓ：土砂の断面積（単位あたりの土砂量）＝V／W（m2） 

V：崩壊土量（m3）  ＊１ 

W：最大崩壊幅（m） ＊１ 

θu：斜面勾配（°） 

Ｘ1 ：急傾斜地下端からの距離（m） 

 

＊１：崩壊にともなう想定崩壊土量（V）は、崩壊深の設定方法と整合させることとし、

当該急傾斜地における地質調査、災害事例、崩壊跡地形等から実態に応じて適切に設

定するものとする。 

なお、地質調査、災害事例、崩壊跡地形等がない場合は、神奈川県における災害

事例の崩壊土量が全国値とほぼ同様な傾向をとることを参考とし、急傾斜地の高さに

対応する値を表 4－10 から選択して用いることができる。 

 

 

 

 

 

B 点

急傾斜地の上端 

急傾斜地の下端 

堆積高は B 点にお

いて計算するもの

とする。 

急傾斜地の上端 

急傾斜地の下端 

)90tan(
)90tan(22
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u

uSXX
h

θ
θ

−
−⋅++−
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表 4－10 斜面高さ毎の崩壊土量 

 

斜面高 

(m) 

崩壊土量 V 

(m3) 

崩壊幅 W 

(m) 

5≦H＜10  41.9 13.8 

10≦H＜15  78.9 17.1 

15≦H＜20 101.2 18.6 

20≦H＜25 150.0 21.2 

25≦H＜30 214.3 23.9 

30≦H＜40 238.3 24.8 

40≦H＜50 371.4 28.8 

50≦H 500.0 31.8 

注）崩壊幅は、全国のがけ崩れ災害データ(4761 件)から崩壊土砂量と崩壊幅について求めた近

似式(W=3.94 V0.336)に崩壊土砂量を代入することにより算出した値である。」 

 

（４） 堆積の力 

待受け式擁壁等に作用する堆積の力は、次式によって与えられる。 

 

      ＰA = 1/2×Ｆsa×h 

 

        ＰA：待受け式擁壁等の単位幅あたりに作用する堆積の力（kN/m）＊１ 

      h  ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積高さ（m） 

 

土石等の堆積による力（Fsa）の算出は、国土交通省告示第 332 号（平成 13 年 3 月 28

日）に規定された次式を用いて行う。 

 

上式における変数は以下に示すとおりである。 

Fsa ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により待受け式擁壁等に作用すると想定される力の大きさ（kN/m2） 

φ ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の内部摩擦角（°）               ＊２ 

γ ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の単位体積重量（ただしγ=ρｍg と表せる）（kN/m3）＊２ 

δ ：構造物の壁面摩擦角（°）                         ＊３ 

 

 

 

 

 

 

2

2

sa
} cosδ δ)sinφsin(φcosδ｛1

φγhcos
F

++
=
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＊１：ここで定義する堆積の力の算出方法は、政令第３条第１号ロに規定されている方

法に基づいているが、政令第３条では建築物の地上部分に作用する力（堆積高に対す

る地表面の主働土圧（堆積土砂底面位置））を求めているので単位面積あたりの値（Ｆ

sa）を算出しているのに対して、ここでは待受け式擁壁等の設計に用いる荷重を求め

ているので単位幅あたりの値（PA）を算出している。 

＊２：土石等の単位体積重量及び土石等の内部摩擦角については「４－１設計諸定数の

設定」を参照。 

＊３：壁面摩擦角は土圧の作用面の部材によって表 4－9のとおりとする。 

 

表 4－9 壁面摩擦角 

対策施設の種類 摩擦角の種類 壁面摩擦角 

待受け式擁壁（重力式擁壁） 土石等とコンクリート δ＝2φ/3 

待受け式盛土 土石等と盛土 δ＝φ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－3 力の作用面と壁面摩擦角 

 

（５）組合せた対策工事を計画する場合 

① 土留又はのり面保護施設と待受け式盛土又は待受け式擁壁を組合せて設置する

場合 

土留又はのり面保護施設と待受け式盛土又は待受け式擁壁を組み合せた対策工事の例

を図 4－4に示す。この場合の移動の力等の具体的な計算方法は、（２）～（４）と同様

であり、その結果に応じた待受け式盛土又は待受け式擁壁を設置するものとする。 

 

 

PA 

δ＝2φ/3 

PA 

δ＝φ

待受け式擁壁 待受け式盛土 

土石等 
土石等 

h 
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図 4－4 急傾斜地の下部を対策する場合 

② 待受け式盛土と待受け式擁壁を組合せた対策工事を行う場合 

待受け式盛土と待受け式擁壁を組合せた対策工事は図 4－5 が例としてあげられる。

この場合の移動の力等の具体的な計算方法は、（２）～（４）と同様であり、その結果に

応じた待受け式盛土を設置するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－5 公示されている堆積高より低い待受け式擁壁工を設置する場合 
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４－２－４ 地震時の影響 

擁壁の設計に当たって地震時の影響を考慮する必要がある場合には、設計に用いる荷重を

地震時慣性力及び地震時土圧を組み合せて設計を行う。この際、設計水平震度 Khは次の式で

与えられる。この詳細については「宅地防災マニュアル 耐震対策」を参照。 

 

hoTIGZh kCCCCk ⋅⋅⋅⋅=  

ここに 

 kh ：設計水平震度  

 kho ：標準設計水平震度  

 CZ ：地域別補正係数  

 CG ：地盤別補正係数  

 CI ：重要度別補正係数  

 CT ：固有周期別補正係数  
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５ 土石等の移動又は堆積の力を考慮した施設の設計 

５－１ 待受け式盛土 

 

待受け式盛土は急傾斜地の崩壊等により生ずる土石等を急傾斜地との間に堆積させて、

特定予定建築物の敷地に土石等が到達させることのないようにするものである。待受け

式盛土の設計に当たっては、土圧、水圧、自重の他、土石等の移動の力及び堆積の力を

考慮して転倒、滑動、沈下又は損壊をしない構造とするものとする。 

 

 

５－１－１ 設計手順 

待受け式盛土の設計は、以下の手順にて行うことを標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－1 待受け式盛土の設計手順 

盛土の配置位置の決定 

土石等の移動の力及び堆積の力並びにその各々の作用高さの設定 

盛土高さの決定 

盛土のり勾配の仮定 

盛土幅の仮定 

盛土のり面のすべり破壊の検討 

盛土のり面保護の検討 

盛
土
の
形
状

土石等の移動の力及び堆積の力に対する安定性の検討 
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５－１－２ 盛土形状 

（１） 盛土高 

 

盛土高は、想定される土石等の堆積の高さ以上とする。 

 

【解 説】 

特定予定建築物の敷地に土石等が到達させることのないようにするため、盛土高は、

その盛土の急傾斜地側ののり尻における土石等の堆積の高さ以上とする。堆積高につい

ては、「４－２－３（３）堆積高」に示した方法によって計算する必要がある。 

 

なお、下記のように、建築物の構造規制適用を併用することにより、盛土の高さを堆

積高より低く設計することは認められない。あくまでも特定開発行為の段階で安全性を

完全に維持することが必要である。 

 

 

    

X 

D 

H 

待受け式盛土 

D：急傾斜地の下端からの距離がX地点における堆積高 

 この図のような盛土高を堆積高(D)より低くし、特定予定

建築物に流出する土石等に対して、建築物の構造規制を

適用するという組合せは認められない。 

土砂流出 

法律第２４条に基づく建

築物の構造規制 

 
 

図 5－2 待受け式盛土及び建築物の構造規制の組み合わせ 
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（２） 盛土のり面勾配 

 

盛土のり面の勾配は、安定性を十分検討した上で決定すること。 

 

【解 説】 

盛土のり面の勾配については、表 5－1 を標準とし、すべり破壊に対する安全性を確

保するものとする。 

 

表 5－1 盛土材料および盛土高に対する標準のり面勾配 

盛  土  材  料 盛土高(m) 勾  配 摘  要 

５ｍ以下 １：1.5(34)～１：1.8(29)粒度の良い砂(S)、礫および細粒分混じ

り礫(G) ５～15ｍ １：1.8(29)～１：2.0(27)

粒度の悪い砂(SG) 10ｍ以下 １：1.8(29)～１：2.0(27)

10ｍ以下 １：1.5(34)～１：1.8(29)
岩塊（ずりを含む） 

10～20ｍ １：1.8(29)～１：2.0(27)

５ｍ以下 １：1.5(34)～１：1.8(29)砂質土(SF)、硬い粘質土、硬い粘土（洪

積層の硬い粘質土、粘土、関東ロームなど） ５～10ｍ １：1.8(29)～１：2.0(27)

火山灰質粘性土(V) ５ｍ以下 １：1.8(29)～１：2.0(27)

基礎地盤の支持力が十

分にあり、浸水の影響の

ない盛土に適用する。 

（ ）の統一分類は代表

的なものを参考に示す。

標準のり面勾配の範囲

外の場合は安定計算等

による検討を行う。 

注）盛土高は、のり肩とのり尻の高低差をいう。 

出典：道路土工－のり面工・斜面安定工指針－（平成１１年３月）を一部改変 

 

（３） 盛土幅 

  

盛土の天端幅は、安定計算により必要な幅を求めるものとする。 

 

【解 説】 

対策工事としての盛土の必要幅は、盛土を一体構造とする安定計算により求めること

とする。 
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５－１－３ 安定性の検討 

 

待受け式盛土の安定性については、待受け式盛土全体を一体構造としてみなし、以下

の１）～４）の検討を行うものとする。 

１）転倒に対する安定 

２）滑動に対する安定 

３）沈下に対する安定 

４）損壊に対する安定 

 

【解 説】 

待受け式盛土については、盛土のり面の滑り破壊の検討によって盛土自体の安定性を検討

する必要があるが、急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等による移動の力及び堆積

の力に対して、待受け式盛土自体の重量に不足がないか、地盤の支持力が十分かについても

確認するものとする。そのため、盛土自体を一体構造として捕らえることとし、そのことに

よって重力式コンクリート擁壁の設計に当たって通常行っている安定性の検討方法を適用す

るものとする。 

 

（１） 荷重の条件 

待受け式盛土の設計に用いる荷重は常時における自重、移動の力及び堆積の力の組み

合せとする。詳細については、「４ 設計諸定数及び設計外力」を参照。 

 

① 移動の力 

地盤面から土石等の移動高（hsm）までの範囲で等分布で作用する土石等の移動の力が

盛土に作用するものとする。 

移動の力が盛土に作用する応力は、次式で与えられる。 

 

水平分力 

PMH＝PMcos
2α 

ここに 

 PMH ：移動の力の水平分力（kN/ｍ） 

 PM ：移動の力（kN/ｍ） 

 α ：盛土のり面と鉛直面となす角 

 

図 5－3 移動の力が盛土に作用するイメージ 

盛土 

hsm 

急傾斜地 

1/2hsm 
 

 

α 

PMH 

PMV 

PM→ 
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鉛直分力 

PMV＝PMsinα・cosα 

ここに 

 PMV ：移動の力の鉛直分力（kN/ｍ） 

 PM ：移動の力（kN/ｍ） 

 α ：盛土のり面と鉛直面となす角 

 

作用位置 

地盤面から移動高(hsm）の 1/2 の高さで盛土に作用するものとする。 

 

② 堆積の力 

地盤面から土石等の移動高（h）までの範囲で三角形分布で作用する土石等の堆積の力

が盛土に作用するものとする。 

堆積の力が盛土に作用する応力は次式で与えられる。 

 

水平分力 

PAH＝PAcos(α＋δ) 

ここに 

 PAH ：堆積の力の水平分力（kN/ｍ） 

 PA ：堆積の力（kN/ｍ） 

 α ：盛土のり面と鉛直面となす角 

 δ ：壁面摩擦角（＝土石等の内部摩擦角） 

図 5－4 堆積の力が盛土に作用するイメージ 

鉛直分力 

PAV＝PAsin(α＋δ) 

ここに 

 PAV ：堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ） 

 PA ：堆積の力（kN/ｍ） 

 α ：盛土のり面と鉛直面となす角 

 δ ：壁面摩擦角（＝土石等の内部摩擦角） 

 

作用位置 

堆積の力は三角形分布で作用するので、地盤面から堆積高（h）の 1/3 の高さで盛土に

作用するものとする。 

 

α 

盛土 

PAH 

PAV 

PA 
h 
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（２） 転倒に対する検討 

盛土の底版下面には、盛土の自重及び移動の力又は堆積の力による荷重が作用する。

底版下面における地盤反力はこれらの荷重合力の作用位置により異なる。図 5－5 にお

いて、つま先から合力 R の作用点までの距離 d は次式で与えられる。 

 

V

HV

PW
hPbPaWd

+
++

=
･･･

 

ここに 

 W ： 盛土の自重 （kN/ｍ） 

 PH ：  堆積の力又は移動の力の水平分力（kN/ｍ） 

 PV ：  堆積の力又は移動の力の鉛直分力（kN/ｍ） 

 a ： 盛土つま先と W の重心との水平距離（ｍ） 

 b ： 盛土つま先と PV作用点との水平距離（ｍ） 

 h ： 盛土かかとと PHの作用点の鉛直距離（ｍ） 

 

図 5－5 地盤反力度の求め方 

合力の作用点の底盤中央からの偏心距離ｅは次式で表される。 

 

e＝B/2-d 

ここに 

 e ：偏心距離 

 B ：盛土の底版幅 

 

移動の力又は堆積の力に対して偏心距離 e は次の式を満足しなければならない。 

 

移動の力に対して 

|e|≦B/3 

 

堆積の力に対して 

|e|≦B/3 

 

（３） 滑動に対する検討 

待受け式盛土を底版下面に沿って滑らせようとする力は移動の力又は堆積の力の水平

分力であり、これに抵抗する力は底版地盤の間に生じるせん断抵抗力である。滑動に対

b 

a

R

PV  

PH  

h 

d 

B 

e  

q１

q２

地盤反力度 

Ｗ 
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する安全率は次式によって与えられる。 

 

( )
H

Bv
s P

BctanPWF ⋅+⋅+
=

φ
＝

）（

）（

滑動力

滑動に対する抵抗力
 

ここに 

 W ：盛土の自重 （kN/ｍ） 

 PH ：移動の力又は堆積の力の水平分力（kN/ｍ） 

 PV ：移動の力又は堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ） 

 φB ：内部摩擦角（°） ＊１ 

 c ：粘着力（kN/ｍ2） ＊１ 

 B ：盛土の底版幅（ｍ） 

 

＊１：待受け式盛土の場合、盛土を構成する材料が土砂であるので、基礎地盤の内部摩

擦角と粘着力から得られる抵抗力と盛土の内部摩擦角と粘着力から得られる抵抗力

とのうち、小さい値を用いるものとする。 

 

安全率 Fs は堆積の力に対して 1.2、移動の力に対して 1.0 を下回ってはならない。こ

れら所定の安全率を満足できない場合は、原則として底版幅を変化させて安定させるも

のとする。 

 

（４） 沈下に対する検討 

盛土の底版下面において、盛土の自重及び移動の力又は堆積の力によって作用する鉛

直力は、地盤の許容支持力より小さくなければならない。 

地盤反力度は次式によって与えられる。 

 

① 合力作用点が底版中央の底版幅 1/3（ミドルサード）の中にある場合 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+
=

B
e61

B
WPq V

1  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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=

B
e61

B
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ここに 

 W ：盛土の自重 （kN/ｍ） 

 PV ：移動の力又は堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ） 

 e ：合力作用点の底版中央からの偏心距離（ｍ） 

 B ：盛土の底版幅 
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② 合力作用点が底版中央の底版幅 2/3 の中にある場合 

  （かつ底版中央の底版幅 1/3（ミドルサード）の外にある場合） 

 

( )
d3

WP2q V
1

+
=  

 

支持地盤の支持力に関する安定検討では、この q1 及び q2 は次式を満足しなければな

らない。 
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ここに 

 qa ：地盤の許容支持力度（kN/ｍ2） 

 qu ：地盤の極限支持力度（kN/ｍ2） 

 Fs ：地盤の支持力に対する安全率 

 

地盤の支持力に対する安全率は堆積の力に対しては 2.0、移動の力に対しては 1.0 を

下回ってはならない。 

 

（５） 転倒、滑動及び沈下の安全率のまとめ 

以上の転倒、滑動及び沈下の安全率についてまとめると、表 5－2のようになる。 

表 5－2 安全率のまとめ 

 堆積の力に対して 移動の力に対して 

転倒 |e|≦B/3 |e|≦B/3 

滑動 1.2 1.0 

沈下 2.0 1.0 

                         

 

（６） 損壊に対する検討 

待受け式盛土の損壊に対する検討に当たっては、常時及び地震時において円弧すべり

面法によるのり面の安定性の検討を行うことを標準とする。ただし、安定計算の結果の

みを重視してのり面勾配等を決定することは避け、近隣又は類似土質条件の施工実績、

災害事例等を十分に参考することが大切である。 
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なお、常時の安定の検討は次の２つの場合について行う。 

(ｲ) 盛土施工直後 

(ﾛ) 盛土施工後長時間経過後に降雨及び山地よりの浸透水のある場合 

 

安定計算は一般に図 5－6 に示すような円弧すべり面を仮定した分割法を用いて行え

ばよい。 

この方法はすべり面上の土塊をいくつかの分割片に分割し、分割片のせん断力と抵抗

力をそれぞれ累計し、その比によって安全率を求めるもので、計算式は次式のようにな

る。一般に分割の数は６～７個以上にすればよい。 

なお、円弧すべり面の代わりに直線の複合すべり面を仮定した計算方法もある。 

ＦＳ＝
Σ｛ｃ・ι＋（Ｗ－ｕ・ｂ）cosα・tanφ｝

ΣＷ・sinα
    

ここに  

 FS ：安全率 

 c ：粘着力（kN/ｍ2） 

 φ ：せん断抵抗角（°） 

 ι ：分割片で切られたすべり面の弧長（ｍ） 

 W ：分割片の全重量（kN/ｍ） 

 u ：間げき水圧（kN/ｍ） 

 b ：分割片の幅（ｍ） 

 α ：各分割片で切られたすべり面の中点とすべり円の中心を結ぶ直線と鉛直線のなす

角（°） 

 

常時の盛土の設計においては最小安全率が 1.2 以上となる断面とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－6 円弧すべり面を用いた常時の安定計算法 
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安定計算の方法として全応力法と有効応力法がある。有効応力法は土中の間げき水圧

の設定が容易な場合、及び間げき水圧の実測地がある場合に有効な方法であり、全応力

法はその他の場合に簡便な方法として採用される。 

 

５－１－４ のり面保護施設 

 

土留又はのり面保護施設は、土留の必要性及び盛土のり面の安定性の検討を踏まえ、

土質、気象条件、各工法の特徴等について検討し、安定性、耐久性、施工性、周囲の環

境との調和などを十分考慮して、工法を選定すること。 

 

【解 説】 

盛土のり面の安定性については、「（６）損壊に対する検討」を参照する。 

これらの検討を踏まえて、盛土の安定性を確保することができるのり面保護施設の選定を

行うものとする。選定における留意点は次のとおりである。 

(ｲ) 必要に応じ各種工法を適切に組み合せて計画する。 

(ﾛ) のり面の安定性を保持する上で許容しうる範囲で植生工を併用し、周囲の環境に調

和するように配慮する。 

また、参考までに盛土のり面における一般的なのり面保護工選定フローを示す。 

出典：宅地防災マニュアル（平成 19 年３月） 

図 5－7 盛土のり面におけるのり面保護工の選定のフロー 
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５－２ 待受け式擁壁 

 

待受け式擁壁は急傾斜地の崩壊等により生ずる土石等を急傾斜地との間に堆積させて、

特定予定建築物の敷地に土石等が到達させることのないようにするものである。待受け

式擁壁は重力式コンクリート擁壁を標準とし、その設計にあたっては、土圧、水圧、自

重のほか、土石等の移動の力及び堆積の力を考慮して転倒、滑動、沈下又は損壊しない

構造とするものとする。 

 

 

５－２－１ 設計手順 

待受け式擁壁の設計は、以下の手順にて行うことを標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－8 待受け式擁壁工の設計手順 

擁壁の設置位置の決定 

擁壁高さの決定 

擁壁の天端幅及び勾配の仮定 

終 了 

土石等の移動の力及び堆積の力並びにその各々の作用高さの設定 

擁
壁
の
形
状 

土石等の移動の力及び堆積の力に対する安定性の検討 
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５－２－２ 擁壁の形状 

（１） 擁壁高 

 

擁壁高は、土石等の堆積高以上とする。 

 

【解 説】 

特定予定建築物の敷地に土石等が到達させることのないようにするため、擁壁高は、その

擁壁の急傾斜地側ののり尻における土石等の堆積の高さ以上とする。堆積高については開発

の計画に基づいて定められた方法によって計算する必要があり、その計算方法については、

４－２－３（３）堆積高に示した。 

 

なお、建築物の構造規制適用を併用することにより、擁壁の高さを堆積高より低く設計す

ることは認められない。あくまでも特定開発行為の段階で安全性を完全に維持することが必

要である（P２９参照）。 

 

（２） 擁壁の天端幅及び勾配 

 

擁壁の天端幅及び勾配などの断面形状は、安定計算により決定するものとする。 

 

【解 説】 

擁壁の断面形状は、基礎地盤の性状、基礎幅等を考慮し、土石等の移動の力及び堆積の力

に対する安定計算により決定する。 
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５－２－３ 待受け式擁壁の安定性の検討 

 

待受け式擁壁の安定性については、以下の１）～４）の検討を行うものとする。 

１）転倒に対する安定 

２）滑動に対する安定 

３）沈下に対する安定 

４）圧縮破壊に対する安定 

 

【解 説】 

待受け式擁壁は通常マッシブな重力式コンクリート擁壁としてつくられ、土石等を捕捉す

るものである。したがって、その設計に当たっては、想定される土石等の移動の力および堆

積の力等を考慮し、擁壁の安定性および断面について検討を行う必要がある。 

 

（１） 荷重の条件 

待受け式擁壁の設計に用いる荷重は常時における自重、移動の力及び堆積の力の組み

合せとする。 

詳細については、「４設計諸定数及び設計外力」を参照。 

 

① 移動の力 

地盤面から土石等の移動高（hsm）までの範囲で等分布で作用する土石等の移動の力が

擁壁に作用するものとする。 

移動の力が擁壁に作用する応力は、次式で与えられる。 

 

水平分力 

PMH＝PMcos
2α 

ここに 

 PMH ：移動の力の水平分力（kN/ｍ） 

 PM ：移動の力（kN/ｍ） 

 α ：擁壁背面と鉛直面となす角 

 

図 5－9 移動の力が擁壁に作用するイメージ 

鉛直分力 

PMV＝PMsinα・cosα 

ここに 

擁壁 

hsm 

急傾斜地 

1/2hsm 
 

 

α 

PMH 
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 PMV ：移動の力の鉛直分力（kN/ｍ） 

 PM ：移動の力（kN/ｍ） 

 α ：擁壁背面と鉛直面となす角 

 

作用位置 

地盤面から移動高(hsm）の 1/2 の高さで擁壁に作用するものとする。 

 

② 堆積の力 

地盤面から土石等の堆積高（h）までの範囲で三角形分布で作用する土石等の堆積の力

が擁壁に作用するものとする。 

堆積の力が擁壁に作用する応力は次式で与えられる。 

 

水平分力 

PAH＝PAcos(α＋δ) 

ここに 

 PAH ：堆積の力の水平分力（kN/ｍ） 

 PA ：堆積の力（kN/ｍ） 

 α ：擁壁背面と鉛直面となす角 

 δ ：壁面摩擦角（＝土石等の内部摩擦角＊２/３） 

 

 

 

 

 

 

図 5－10 堆積の力が擁壁に作用するイメージ 

 

鉛直分力 

PAV＝PAsin(α＋δ) 

ここに 

 PAV ：堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ） 

 PA ：堆積の力（kN/ｍ） 

 α ：擁壁背面と鉛直面となす角 

 δ ：壁面摩擦角（＝土石等の内部摩擦角＊２/３） 

 

α

擁壁 

PAH 

PAV 

PA 
h 
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作用位置 

堆積の力は三角形分布で作用するので、地盤面から堆積高（D）の 1/3 の高さで擁壁に

作用するものとする。 

 

（２） 転倒に対する検討 

一般に転倒に対する検討方法は偏心量法と安全率法の２種類がある。重力式擁壁の場

合、以下に示した偏心量法で検討した場合、安全率法における安全率≧1.5 を満たすこ

ととなる。そのため、ここでは偏心量法について示す。 

擁壁の底版下面には、擁壁の自重及び移動の力又は堆積の力による荷重が作用する。

底版下面における地盤反力はこれらの荷重合力の作用位置により異なる。図 5－11 にお

いて、つま先から合力 R の作用点までの距離 d は次式で与えられる。 

 

V

HV

PW
hPbPaWd

+
++

=
･･･

 

ここに 

 W ： 擁壁の自重 （kN/ｍ） 

 PH ： 移動の力又は堆積の力の水平分力（kN/ｍ） 

 PV ： 移動の力又は堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ） 

 a ： 擁壁つま先と W の重心との水平距離（ｍ） 

 b ： 擁壁つま先と PV作用点との水平距離（ｍ） 

 h ： 擁壁かかとと PHの作用点の鉛直距離（ｍ） 

 

図 5－11 地盤反力度の求め方 

合力の作用点の底盤中央からの偏心距離ｅは次式で表される。 

 

e＝B/2-d 

ここに 

 

 e ：偏心距離 

 B ：擁壁の底版幅 

 

移動の力又は堆積の力に対して偏心距離 e は次式を満足しなければならない。 
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堆積の力に対して 

|e|≦B/3 

 

（３） 滑動に対する検討 

待受け式擁壁を底版下面に沿って滑らせようとする力は移動の力又は堆積の力の水平

分力であり、これに抵抗する力は底版地盤の間に生じるせん断抵抗力である。滑動に対

する安全率は次式によって与えられる。 

 

( )
H

Bv
s P

BctanPWF ⋅+⋅+
=

φ
＝

（滑動力）

）（滑動に対する抵抗力
 

ここに 

 W ：擁壁の自重 （kN/ｍ） 

 PH ：移動の力又は堆積の力の水平分力（kN/ｍ） 

 PV ：移動の力又は堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ） 

 tanφB ：擁壁底版と基礎地盤の間の摩擦係数。現場打コンクリートの場合は、φB＝φ（基

礎地盤の内部摩擦角）、現場打でない場合は、φB＝2/3･φとする。ただし、基礎地

盤が土の場合 tanφBの値は 0.6 を超えないものとする。なお通常の場合簡便には

表 4－5 又は表 4－6 を用いてよい。詳細は「４－１設計諸定数の設定」を参照。 

 c ：擁壁底版と基礎地盤の間の粘着力（kN/ｍ2）。ただし、摩擦係数（tanφB）を表 4

－5又は表 4－6 より求めた場合は c＝0 とする。 

 B ：擁壁の底版幅（ｍ） 

 

安全率 Fs は移動の力に対して 1.0、堆積の力に対して 1.2 を下回ってはならない。こ

れら所定の安全率を満足できない場合は、原則として擁壁断面形状を変化させて安定さ

せるものとする。 

 

（４） 沈下に対する検討 

擁壁の底版下面において、擁壁の自重及び移動の力又は堆積の力によって作用する鉛

直力は、地盤の許容支持力より小さくなければならない。 

地盤反力度は次式によって与えられる。 

 

① 合力作用点が底版中央の底版幅 1/3（ミドルサード）の中にある場合 
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ここに 

 W ：擁壁の自重 （kN/ｍ） 

 PV ：移動の力又は堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ） 

 e ：合力作用点の底版中央からの偏心距離（ｍ） 

 B ：擁壁の底版幅 

 

② 合力作用点が底版中央の底版幅 2/3 の中にある場合 

  （かつ底版中央の底版幅 1/3（ミドルサード）の外にある場合） 
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支持地盤の支持力に関する安定検討では、この q1 及び q2 は次式を満足しなければな

らない。 
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ここに 

 qa ：地盤の許容支持力度（kN/ｍ2） 

 qu ：地盤の極限支持力度（kN/ｍ2） 

 Fs ：地盤の支持力に対する安全率 

 

地盤の支持力に対する安全率は堆積の力に対しては 2.0、移動の力に対しては 1.0 を

下回ってはならない。 

 

（５） 転倒、滑動及び沈下の安全率のまとめ 

以上の転倒、滑動及び沈下の安全率についてまとめると、表 5－3のようになる。 
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表 5－3 安全率のまとめ 

 堆積の力に対して 移動の力に対して

転倒 |e|≦B/3 |e|≦B/3 

滑動 1.2 1.0 

沈下 2.0 1.0 

                          

 

（６） 圧縮破壊に対する検討 

移動の力が擁壁の壁体に対して、圧縮破壊が生じないかどうか照査する。コンクリー

トの許容曲げ圧縮応力度は、次式により与えられる。 

 

σca≦σck ／３ 

ここに、 

σca：許容応力度 

σck：コンクリートの 28 日圧縮強度 

無筋コンクリート 18 N/mm２ 

鉄筋コンクリート 21 N/mm２ 

 

 

（７） その他 

  その他、次の項目の内容や本文中に記述のないものについては、「新・斜面崩壊防止対

策工事の設計と実例（平成８年７月）」を参考に定めるものとする。 

   ① 重力式擁壁工の一般的留意事項 

   ② 基礎 

   ③ 伸縮目地 

   ④ 施工 

 


	５ 表紙（急傾斜地）
	６ 急傾斜地本文

